
「SoftBank 光サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2024年 4月 1 日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）

は、この SoftBank 光サービス規約（以下「本規

約」といいます。）に従い、SoftBank 光サービス

（後記第 2条第（1）号に定義し、以下「本サービ

ス」といいます。）を提供するものとします。 

 

第 2条（定義） 

(1)「SoftBank光」とは、NTT東西（後記(9)号において

定義します。）の提供する光コラボレーションモデ

ルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用いた

電気通信サービスおよびインターネット接続サービ

スの総称をいいます。 

 

第 3章 契約の成立等 

第 12条（契約の申込みの承諾） 

1．(2)転用および事業者変更の場合、フレッツ光又は他社

光コラボレーションサービスから本サービスへの変

更が完了した日に契約が成立するものとします。 

 

第 16条（住所の移転） 

7．会員が住所等を移転したにもかかわらず第１項の申込

みを行わないために、当社からの通知・連絡等が到達し

ない場合、移転元の利用が終了したにもかかわらず、第

1 項の申込日から 90 日後に移転先の工事日が決定して

いない、またはその日以降に工事日がキャンセルとな

った場合、または会員の住所等が判明しない場合、当社

は、第 29条（当社が行う契約の解除）の規定に従い当

社の判断により利用契約を解除することができるもの

とします。 

 

 

 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）

は、この SoftBank 光サービス規約（以下「本規

約」といいます。）に従い、SoftBank 光サービス

（後記第 2条第 1号に定義し、以下「本サービス」

といいます。）を提供するものとします。 

 

第 2条（定義） 

(1)「SoftBank光」とは、NTT東西（後記第 9号におい

て定義します。）の提供する光コラボレーションモ

デルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用い

た電気通信サービスおよびインターネット接続サー

ビスの総称をいいます。 

 

第 3章 契約の成立等 

第 12条（契約の申込みの承諾） 

1．(2)転用および事業者変更の場合、フレッツ光または他

社光コラボレーションサービスから本サービスへの

変更が完了した日に契約が成立するものとします。 

 

第 16条（住所の移転） 

7．会員が住所等を移転したにもかかわらず第 1項の申込

みを行わないために、当社からの通知・連絡等が到達し

ない場合、移転元の利用が終了したにもかかわらず、第

1 項の申込日から 90 日後に移転先の工事日が決定して

いない、またはその日以降に工事日がキャンセルとな

った場合、または会員の住所等が判明しない場合、当社

は、第 29条（当社が行う契約の解除）の規定に従い当

社の判断により利用契約を解除することができるもの

とします。 

 

 

 



第 5章 契約期間 

第 24条（契約期間および解除料） 

2．(3)契約期間の満了日が属する月、翌月及び翌々月以外 

の月に、会員によるサービスの解約、当社によるサービ

ス契約の解除により利用契約を解約した場合、または

プラン変更をした場合、以下に定める解除料を一括し

て当社が定める期日までに支払うものとします。ただ

し、2 年自動更新プランから 5 年自動更新 プラン（TV 

セット）へのプラン変更をした場合は、上記解除料は発

生しないものとします。 

 

第 6章 サービスの利用停止等 

第 25条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 26条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当

すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した

場合、または本サービスの利用契約成立後に第12条（契

約の申込みの承諾）第 2 項各号に該当する事由の存在

が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当

該会員に対する本サービスの提供を、当社が相当と判

断する期間停止することができるものとします。この

場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務

を免れないものとします。 

 

第 7章 契約の解除 

第 28条（会員が行う契約の解除） 

4．第１項にかかわらず、当社とホワイト光電話サービス

（当社が定める「ＩＰ電話サービス契約約款」第４条の

２で定義する「第６種ＩＰ電話サービス」をいいます。）

の提供を受ける契約を締結している会員、または当社

と光電話(N)サービス（当社が定める「光電話(N)サービ

ス規約」第 2条第（1）号にて定義するオプションサー

ビスをいいます。）の提供を受ける契約を締結している

第 5章 契約期間 

第 24条（契約期間および解除料） 

2．(3)契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以 

外の月に、会員によるサービスの解約、当社によるサー

ビス契約の解除により利用契約を解約した場合、また

はプラン変更をした場合、以下に定める解除料を一括

して当社が定める期日までに支払うものとします。た

だし、2 年自動更新プランから 5 年自動更新 プラン

（TV セット）へのプラン変更をした場合は、上記解除

料は発生しないものとします 

 

第 6章 サービスの利用停止等 

第 25条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 26条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号のいずれか

に該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判

断した場合、または本サービスの利用契約成立後に第

12 条（契約の申込みの承諾）第 2 項各号に該当する事

由の存在が判明した場合、当社は、事前に通知すること

なく、当該会員に対する本サービスの提供を、当社が相

当と判断する期間停止することができるものとしま

す。この場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払

う義務を免れないものとします。 

 

第 7章 契約の解除 

第 28条（会員が行う契約の解除） 

4．第 1項にかかわらず、当社とホワイト光電話サービス

（当社が定める「ＩＰ電話サービス契約約款」第 4 条

の 2 で定義する「第６種ＩＰ電話サービス」をいいま

す。）の提供を受ける契約を締結している会員、または

当社と光電話(N)サービス（当社が定める「光電話(N)サ

ービス規約」第 2 条第 1 項第 1 号にて定義するオプシ

ョンサービスをいいます。）の提供を受ける契約を締結



会員が、他の電話通信事業者に番号ポータビリティに

よる転出を申し出た場合、番号ポータビリティに係る

工事が完了する日まで、本サービスの利用契約を解約

できないものとします。 

5．第 1項の事業者変更を伴う解約の申し入れにおいて、

第 26条第 2項第(13)号または第(17)号のいずれかに該

当する場合、当社は当該申し入れを承諾しない場合が

あります。 

 

第 29条（当社が行う契約の解除） 

1．当社は、以下の各号の一に該当する場合には、利用契

約を解除できるものとします。 

2．会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、利

用停止せずに、直ちに利用契約を解除することができ

るものとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約の一に違背する行為があり、催告を受けたにも

かかわらず相当期間内に是正されなかった場合。 

 

 

第 10章 免責 

第 35条（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当 

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった

ときは、本サービスが全く利用できない状態（その契

約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障

が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。以下この条において同じとしま

す。）にあることを当社が知った時刻から起算して、

72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員

の損害を賠償に応じるものとします。 

4．第１項の規定にかかわらず、付加機能または端末設備

に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある

場合は、その定めるところによります 

 

 

 

している会員が、他の電話通信事業者に番号ポータビ

リティによる転出を申し出た場合、番号ポータビリテ

ィに係る工事が完了する日まで、本サービスの利用契

約を解約できないものとします。 

5．第 1項の事業者変更を伴う解約の申し入れにおいて、

第 26条第 2項第 13号または第 17号のいずれかに該当

する場合、当社は当該申し入れを承諾しない場合があ

ります。 

 

第 29条（当社が行う契約の解除） 

1．当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、

利用契約を解除できるものとします。 

2．会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社

は、利用停止せずに、直ちに利用契約を解除すること

ができるものとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約のいずれかに違背する行為があり、催告を受け

たにもかかわらず相当期間内に是正されなかった場

合。 

 

第 10章 免責 

第 35条（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当 

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった

ときは、本サービスが全く利用できない状態（その契

約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障

が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。以下本条において同じとします。）

にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間

を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害

を賠償に応じるものとします。 

4．第 1項の規定にかかわらず、付加機能または端末設備

に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある

場合は、その定めるところによります 

 

 

 



第 11章 その他 

第 38条（通知・連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 44条（サービスの利用） 

8．会員は第 7項（1）および（2）に同意しない場合、当

社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ

とができます。 

 

第 45条（発信者番号通知） 

3．会員は、本条第１項の規定等により通知を受けた契約

者 ID番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発

信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報

の保護に関するガイドライン」を尊重するものとしま

す。 

 

第 46条（会員情報の通知等） 

2．会員は、卸電気通信役務提供事業者が以下の各号にお

いて、前項に基づき卸電気通信役務提供事業者の保有

する会員の情報を第三者（会員が契約を締結している

事業者、または卸電気通信役務提供事業者が「IP通信

網サービス契約約款」にて定める特定事業者に限りま

す。以下この条において同じとします。）に開示する

場合があることについて予め承諾するものとします。 

 

 

第 11章 その他 

第 38条（通知・連絡等） 

5. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づ

き国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキ

ュリティの確保のための措置を十分に講じていないと

認められる電気通信設備に関して行う助言および情報

の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃

（電気通信事業法第 116 条の 2第 1項第 1号に定める

ものをいいます。）により本サービスの提供に支障が生

ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信

設備の IPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電

気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行う

ことがあります。 

 

第 44条（サービスの利用） 

8．会員は第 7項第 1号および第 2号に同意しない場合、

当社が別途定める方法により、その機能を無効にする

ことができます。 

 

第 45条（発信者番号通知） 

3．会員は、本条第 1項の規定等により通知を受けた契約

者 ID番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発

信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報

の保護に関するガイドライン」を尊重するものとしま

す。 

 

第 46条（会員情報の通知等） 

2．会員は、卸電気通信役務提供事業者が以下の各号にお

いて、前項に基づき卸電気通信役務提供事業者の保有

する会員の情報を第三者（会員が契約を締結している

事業者、または卸電気通信役務提供事業者が「IP通信

網サービス契約約款」にて定める特定事業者に限りま

す。以下本条において同じとします。）に開示する場

合があることについて予め承諾するものとします。 

 

 



「SoftBank Air サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2024年 2月 14日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。） は、

この SoftBank Airサービス規約（以下「本規約」とい

います。）に従い、SoftBank Airサービス（後記第 2条

第 1項第（1）項 に定義し、以下「本サービス」といい

ます。）を提供するものとします。 

 

第 2条（定義） 

(12)「4G通信網」とは、 FDD-LTE方式、TDD-LTE方式又

は AXGP方式により符号、音響又は映像の伝送交換

を行うための電気通信設備をいいます。 

(14)「5G通信網」とは、TDD-NR方式により符号、音響又

は映像の伝送交換を行うための電気通信設備をい

います。 

 

第 2章 本サービスの内容 

第 3条の 4（USIMの返還） 

(1) 本サービスに係る利用契約を解除し又は解除された

とき。 

 

第 3章 契約の成立等 

第 8条（住所の移転） 

6．会員が住所等を移転したにもかかわらず本条第１項の

申し込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が

到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場

合、当社は、第 18条の規定に従い当社の判断により利

用契約を解除することができるものとします。 

 

第 5章 サービスの利用停止等 

第 14条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。） は、

この SoftBank Airサービス規約（以下「本規約」とい

います。）に従い、SoftBank Airサービス（後記第 2条

第 1号 に定義し、以下「本サービス」といいます。）を

提供するものとします。 

 

第 2条（定義） 

(12)「4G通信網」とは、 FDD-LTE方式、TDD-LTE方式ま

たは AXGP方式により符号、音響または映像の伝送

交換を行うための電気通信設備をいいます。 

(14)「5G通信網」とは、TDD-NR方式により符号、音響ま

たは映像の伝送交換を行うための電気通信設備を

いいます。 

 

第 2章 本サービスの内容 

第 3条の 4（USIMの返還） 

(1) 本サービスに係る利用契約を解除しまたは解除され

たとき。 

 

第 3章 契約の成立等 

第 8条（住所の移転） 

6．会員が住所等を移転したにもかかわらず本条第 1項の

申し込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が

到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場

合、当社は、第 18条の規定に従い当社の判断により利

用契約を解除することができるものとします。 

 

第 5章 サービスの利用停止等 

第 14条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 



第 15条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当

すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した

場合、または本サービスの利用契約成立後に第 6 条第

2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社

は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サー

ビスの提供を、当社が相当と判断する期間停止するこ

とができるものとします。この場合でも、当該会員は停

止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま

す。 

 

第 6章 契約の解除 

第 18条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、利用

停止せずに、直ちに利用契約を解約することができる

ものとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約の一に違背する行為があり、催告を受けたにも

関わらず相当期間内に是正されなかった場合。 

6．当社は本条 1 項、2項の規定により、利用契約を解約

しようとするときはあらかじめそのことを当社所定の

方法にて会員に通知するものとします。ただし、緊急や

むを得ない場合はこの限りではありません。 

 

 

第 7章 その他 

第 19条（通知・連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条第 1項各号のい

ずれかに該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理

的に判断した場合、または本サービスの利用契約成立

後に第 6 条第 2 項各号に該当する事由の存在が判明し

た場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に

対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期

間停止することができるものとします。この場合でも、

当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れない

ものとします。 

 

第 6章 契約の解除 

第 18条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、

利用停止せずに、直ちに利用契約を解約することがで

きるものとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約のいずれかに違背する行為があり、催告を受け

たにも関わらず相当期間内に是正されなかった場

合。 

6．当社は本条第 1項または第 2項の規定により、利用契

約を解約しようとするときはあらかじめそのことを当

社所定の方法にて会員に通知するものとします。ただ

し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第 7章 その他 

第 19条（通知・連絡等） 

5. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基

づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバー

セキュリティの確保のための措置を十分に講じてい

ないと認められる電気通信設備に関して行う助言お

よび情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サ

イバー攻撃（電気通信事業法第 116 条の 2第 1項第

1号に定めるものをいいます。）により本サービスの

提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限

度で、当該電気通信設備の IPアドレスおよびタイム

スタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を



 

 

第 20条の 2（責任の制限） 

2． 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、本サービスが全く利用できない状態（そ

の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著し

い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。以下この条において同じ

とします。）にあることを当社が知った時刻から起算

して、24 時間を超えてその状態が継続したときに限

り、会員の損害を賠償に応じるものとします。 

 

第 28条（パーソナルデータの取り扱い） 

3． 当社は、本サービスにて取得、保持した情報を、プ

ライバシーポリシーに定めるほか、以下に定める目

的に従って利用する場合があります。 

5． 前項の規定によるほか、当社は、会員および申込者

に係る個人情報について、プライバシーポリシーに

定めるところにより、当社が別に定める共同利用者

と共同で利用する場合があります。 

7． 本サービスに係る接続機器の交換・故障修理を行う

場合、日本裕展貿易株式会社、オウガ・ジャパン株

式会社、および華為技術日本株式会社（以下「各接

続機器製造事業者」といいます。）は、製造番号

(IMEI番号)等の契約者情報及び端末内に保存された

システムログ及び通信ログ（故障により消去できな

い場合に限ります。）を取得し、各接続機器製造事業

者のプライバシ―ポリシーに従い取り扱うものとし

ます。 

 

第 12章 購入した接続機器に関する特約 

第 45条（故障、交換等） 

1．会員が購入した接続機器が、その保証期間中に、正

常な使用状態で故障、破損等(以下「故障等」といい

ます。)により正常に動作しなくなった場合、当社

は、会員に対し、正常に動作する接続機器を提供し

確認し、注意喚起を行うことがあります。 

 

第 20条の 2（責任の制限） 

2． 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、本サービスが全く利用できない状態（そ

の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著し

い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。以下本条において同じと

します。）にあることを当社が知った時刻から起算し

て、24 時間を超えてその状態が継続したときに限

り、会員の損害を賠償に応じるものとします。 

 

第 28条（パーソナルデータの取り扱い） 

3． 当社は、本サービスにて取得、保持した情報を、「プ

ライバシーポリシー」に定めるほか、以下に定める

目的に従って利用する場合があります。 

5． 前項の規定によるほか、当社は、会員および申込者

に係る個人情報について、「プライバシーポリシー」

に定めるところにより、当社が別に定める共同利用

者と共同で利用する場合があります。 

7． 本サービスに係る接続機器の交換・故障修理を行う

場合、日本裕展貿易株式会社、オウガ・ジャパン株

式会社、および華為技術日本株式会社（以下「各接

続機器製造事業者」といいます。）は、製造番号

(IMEI番号)等の契約者情報および端末内に保存され

たシステムログおよび通信ログ（故障により消去で

きない場合に限ります。）を取得し、各接続機器製造

事業者の「プライバシ―ポリシー」に従い取り扱う

ものとします。 

 

第 12章 購入した接続機器に関する特約 

第 45条（故障、交換等） 

1．会員が購入した接続機器が、その保証期間中に、正

常な使用状態で故障、破損等(以下「故障等」といい

ます。)により正常に動作しなくなった場合、当社

は、会員に対し、正常に動作する接続機器を提供し



ます。ただし、会員の責めに帰すべき事由、又は火

災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電

圧などの外部的要因その他の不可抗力に基づき接続

機器が故障等により正常に動作しなくなった場合は

除きます。 

7．会員が購入した接続機器の故障等に関する当社の責

任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除

き、本条に定める対応を実施することに限るものと

します。 

 

附則 

（実施期日） 

第 13条なお書きおよび同条 1号の料金プランは、2021 

年 10月 1日から実施します。 

ます。ただし、会員の責めに帰すべき事由、または

火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常

電圧などの外部的要因その他の不可抗力に基づき接

続機器が故障等により正常に動作しなくなった場合

は除きます。 

7．会員が購入した接続機器の故障等に関する当社の責

任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除

き、本条に定める対応を実施することに限るものと

します。 

 

附則 

（実施期日） 

第 13条なお書きおよび同条第 1項第 1号の料金プラン 

は、2021年 10月 1日から実施します。 

 

  



「Yahoo! BB 光シティ サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2023年 10月 1日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第１章 総則 
第１条（本規約の適用） 
１．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます）は、
このＹａｈｏｏ！ ＢＢ 光シティサービス規約（以下「本
規約」といいます）に従いＹａｈｏｏ！ ＢＢサービスの
オプションサービスとして「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ 光シテ
ィ」サービス（後記第２条第１(１)に定義し、以下「本サ
ービス」といいます）を提供します。 
 
第５章 その他 
第１１条（通知・連絡等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１３条（責任の制限） 
２．当社は、本サービスを提供すべき場合において、
当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか
ったときは、本サービスが全く利用できない状態（そ
の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著し
い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
となる場合を含みます。以下この条において同じとし
ます）にあることを当社が知った時刻から起算して、
７２時間を超えてその状態が継続したときに限り、会
員の損害を賠償に応るものとします。 
 
３．前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービ
スが全く利用できない状態にあることを当社が知っ
た時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍
数である部分に限ります）について、２４時間ごとに
日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る
料金（当社が別に定める料金表に規定する利用料金）
の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠
償します。ただし、会員が消費者契約法第 2条第 1項
に定める消費者の場合、当社の故意または重大な過失
があるときは、この限りではありません。 
 
第１４条（免責事項） 
２．本サービスに関連して発生した会員（消費者契約
法第 2条第 1項に定める消費者以外の会員（法人等）
を除きます。）の損害について、当社の過失により、当
社が損害賠償責任を負う場合の賠償の範囲は、本サー

第１章 総則 
第１条（本規約の適用） 
１．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます）
は、このＹａｈｏｏ！ ＢＢ 光シティサービス規約（以
下「本規約」といいます）に従いＹａｈｏｏ！ ＢＢサー
ビスのオプションサービスとして「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ 
光シティ」サービス（後記第２条第１号に定義し、以下
「本サービス」といいます）を提供します。 
 
第５章 その他 
第１１条（通知・連絡等） 
５．当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に
基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバ
ーセキュリティの確保のための措置を十分に講じて
いないと認められる電気通信設備に関して行う助言
および情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サ
イバー攻撃（電気通信事業法第１１６条の２第１項第
１号に定めるものをいいます。）により本サービスの
提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度
で、当該電気通信設備の IP アドレスおよびタイムス
タンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認
し、注意喚起を行うことがあります。 
 
第１３条（責任の制限） 
２．当社は、本サービスを提供すべき場合において、
当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか
ったときは、本サービスが全く利用できない状態（そ
の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著し
い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
となる場合を含みます。以下本条において同じとしま
す）にあることを当社が知った時刻から起算して、７
２時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員
の損害を賠償に応るものとします。 
 
３．前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービ
スが全く利用できない状態にあることを当社が知っ
た時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍
数である部分に限ります）について、２４時間ごとに
日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る
料金（当社が別に定める料金表に規定する利用料金）
の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠
償します。ただし、会員が消費者契約法第２条第１項
に定める消費者の場合、当社の故意または重大な過失
があるときは、この限りではありません。 
 
第１４条（免責事項） 
２．本サービスに関連して発生した会員（消費者契約
法第２条第１項に定める消費者以外の会員（法人等）
を除きます。）の損害について、当社の過失により、
当社が損害賠償責任を負う場合の賠償の範囲は、本サ



ビスの利用料金の 1ヵ月分を上限とします。ただし、
当該損害が当社の故意または重大な過失に起因する
場合は、本項の規定は適用しません。 
５．当社は、会員が消費者契約法第 2条第 1項に定め
る消費者以外（法人等）の場合、本サービスに基づき
当該会員に生じた一切の損害について、本規約にて明
示的に定める以外、賠償の責任を負わないものとしま
す。 
 
第６章 会員の義務 
第１５条（サービスの利用） 
８．会員は第７項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にする
ことができます 
 
第７章 禁止事項等 
第２０条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、

もしくは提供する行為。 

 
第８章 解約等 
第２３条（当社が行うサービス契約の即時解除） 
４．当社は本条 1 項、2項の規定により、利用契約を
解約しようとするときはあらかじめそのことを当社
所定の方法にて会員に通知するものとします。ただ
し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ
ん。 
 
 
第１１章 プレミアムに関する特約 
第３１条（契約の成立） 
＜本サービスと同時にプレミアムに申し込みを行っ
た会員＞ 
第６条第1項に定める本サービスの契約成立日に準じ
るものとします。 
 
第３２条（課金開始日） 
＜本サービスと同時にプレミアムに申し込みを行っ
た会員＞ 
第 10 条第 2 項に定める本サービスの課金開始日に準
じるものとします。 
 

ービスの利用料金の 1 ヵ月分を上限とします。ただ
し、当該損害が当社の故意または重大な過失に起因す
る場合は、本項の規定は適用しません。 
５．当社は、会員が消費者契約法第２条第１項に定め
る消費者以外（法人等）の場合、本サービスに基づき
当該会員に生じた一切の損害について、本規約にて明
示的に定める以外、賠償の責任を負わないものとしま
す。 
 
第６章 会員の義務 
第１５条（サービスの利用） 
８．会員は前項第１および第２号に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にする
ことができます 
 
第７章 禁止事項等 
第２０条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、

もしくは提供する行為。 

 

第８章 解約等 
第２３条（当社が行うサービス契約の即時解除） 
４．当社は本条第１項または第２項の規定により、利
用契約を解約しようとするときはあらかじめそのこ
とを当社所定の方法にて会員に通知するものとしま
す。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではあ
りません。 

 

第１１章 プレミアムに関する特約 
第３１条（契約の成立） 
＜本サービスと同時にプレミアムに申し込みを行っ
た会員＞ 
第６条第１項に定める本サービスの契約成立日に準
じるものとします。 
 
第３２条（課金開始日） 
＜本サービスと同時にプレミアムに申し込みを行っ
た会員＞ 
第１０条第２項に定める本サービスの課金開始日に
準じるものとします。 

 

 

  



「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2023年 10月 2日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約（以下

「本規約」といいます。）に従い、当社が別途定める、

東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいま

す。）または、西日本電信電話株式会社（以下「NTT 西

日本」といいます。）の提供するフレッツ光のうち、会

員が選択したサービスを利用して、Yahoo! BB 光 with 

フレッツサービス（後記第 2条第（1）項に定義し、以

下「本サービス」といいます。）を提供するものとしま

す。 

 

第 2章 契約の成立等 

第 6条の 2（サービスタイプの変更） 

3．会員がフレッツ光の提供タイプを変更したにもかかわ

らず本条第１項の申し込みをしない場合において、当

社が NTT 東西からの通知によりフレッツ光の提供タイ

プが変更されていることを確認した場合、変更後のサ

ービスタイプの利用料金にて請求する場合があること

を、会員はあらかじめ了解することとします。 

 

第 7条（住所の移転） 

8．会員が住所等を移転したにもかかわらず本条第１項の

申し込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が

到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場

合、当社は、第 17条の規定に従い当社の判断により利

用契約を解除することができるものとします。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約（以下

「本規約」といいます。）に従い、当社が別途定める、

東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいま

す。）または、西日本電信電話株式会社（以下「NTT 西

日本」といいます。）の提供するフレッツ光のうち、会

員が選択したサービスを利用して、Yahoo! BB 光 with 

フレッツサービス（後記第 2 条第 1 号に定義し、以下

「本サービス」といいます。）を提供するものとします。 

 

第 2章 契約の成立等 

第 6条の 2（サービスタイプの変更） 

3．会員がフレッツ光の提供タイプを変更したにもかかわ

らず本条第 1 項の申し込みをしない場合において、当

社が NTT 東西からの通知によりフレッツ光の提供タイ

プが変更されていることを確認した場合、変更後のサ

ービスタイプの利用料金にて請求する場合があること

を、会員はあらかじめ了解することとします。 

 

第 7条（住所の移転） 

8．会員が住所等を移転したにもかかわらず本条第 1項の

申し込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が

到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場

合、当社は、第 17条の規定に従い当社の判断により利

用契約を解除することができるものとします。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

第 14条（サービスの停止） 



第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当

すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した

場合、または本サービスの利用契約成立後に第 5 条第

2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社

は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サー

ビスの提供を、当社が相当と判断する期間停止するこ

とができるものとします。この場合でも、当該会員は停

止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま

す。 

 

第 5章 契約の解除 

第 16条（会員が行う契約の解約） 

3．第１項にかかわらず、当社とホワイト光電話サービス

（当社が別途定める「ＩＰ電話サービス契約約款」第４

条の２で定義する「第６種ＩＰ電話サービス」をいいま

す。）の提供を受ける契約を締結している会員が、他の

電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を申

し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了す

る日まで、本サービスの利用契約を解約できないもの

とします。 

 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号の一に該当する場合、利用停止せず

に、直ちに利用契約を解約することができるものとし

ます。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約の一に違背する行為があり、催告を受けたにも

関わらず相当期間内に是正されなかった場合。 

5．当社は本条 1 項、2項の規定により、利用契約を解約

しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定

の方法にて会員に通知するものとします。ただし、緊急

やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

 

 

 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条第 1項各号のい

ずれかに該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理

的に判断した場合、または本サービスの利用契約成立

後に第 5 条第 2 項各号に該当する事由の存在が判明し

た場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に

対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期

間停止することができるものとします。この場合でも、

当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れない

ものとします。 

 

第 5章 契約の解除 

第 16条（会員が行う契約の解約） 

3．第 1項にかかわらず、当社とホワイト光電話サービス

（当社が別途定める「ＩＰ電話サービス契約約款」第 4

条の 2 で定義する「第６種ＩＰ電話サービス」をいい

ます。）の提供を受ける契約を締結している会員が、他

の電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を

申し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了

する日まで、本サービスの利用契約を解約できないも

のとします。 

 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用停

止せずに、直ちに利用契約を解約することができるも

のとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約のいずれかに違背する行為があり、催告を受け

たにも関わらず相当期間内に是正されなかった場

合。 

5．当社は本条第 1項および第 2項の規定により、利用契

約を解約しようとするときは、あらかじめそのことを

当社所定の方法にて会員に通知するものとします。た

だし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ

ん。 

 

 

第 6章 その他 



第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、本サービスが全く利用できない状態（本

サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。以下この条において同じとします。）にあること

を当社が知った時刻から起算して、72時間を超えて

その状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償

に応じるものとします。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネッ

トコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノ

アドレスリストをいいます。）に基づき、当該 Webサ

イト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあり

ます。 

8．会員は第 7項（1）および（2）に同意しない場合、

当社が別途定める方法により、その機能を無効にす

ることができます。 

 

 

第 18条（通知・連絡等） 

5. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づ

き国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセ

キュリティの確保のための措置を十分に講じていな

いと認められる電気通信設備に関して行う助言およ

び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバ

ー攻撃（電気通信事業法第 116 条の 2第 1項第 1号

に定めるものをいいます。）により本サービスの提供

に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、

当該電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタン

プから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、

注意喚起を行うことがあります。 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、本サービスが全く利用できない状態（本

サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。以下本条において同じとします。）にあることを

当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてそ

の状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償に

応じるものとします。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネッ

トコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノ

アドレスリストをいいます。）に基づき、当該 Webサ

イト、画像または映像等の閲覧を制限することがあ

ります。 

8．会員は前項第 1号および第 2号に同意しない場合、

当社が別途定める方法により、その機能を無効にす

ることができます。 

 

 

第 8章 SoftBank 光へのサービス変更に関する特約 



第 8章 SoftBank 光へのサービス変更に関する特約 

第 34条（SoftBank 光について） 

1．「SoftBank光」とは、当社が別途定める「SoftBank

光サービス規約」に基づき提供するサービ      

スをいいます。 

第 34条（SoftBank 光について） 

「SoftBank光」とは、当社が別途定める「SoftBank光サ

ービス規約」に基づき提供するサービスをいいます。 

 

  



 

「Yahoo! BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2023年 10月 2日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービ

ス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当社が

別途定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日

本」といいます。）または、西日本電信電話株式会社（以

下「NTT 西日本」といいます。）の提供するフレッツ光

のうち、会員が選択したサービスを利用して、Yahoo! 

BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービス（後記第

2 条第（1）項に定義し、以下「本サービス」といいま

す。）を提供するものとします。 

 

第 2章 契約の成立等 

第 6条の 2（サービスタイプの変更） 

3．会員がフレッツ光の提供タイプを変更したにもかかわ

らず本条第１項の申し込みをしない場合において、当

社が NTT 東西からの通知によりフレッツ光の提供タイ

プが変更されていることを確認した場合、変更後のサ

ービスタイプの利用料金にて請求する場合があること

を、会員はあらかじめ了解することとします。 

 

第 7条（住所の移転） 

8．会員が住所等を移転したにもかかわらず本条第１項の

申し込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が

到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場

合、当社は、第 17 条の規定に従い当社の判断により利

用契約を解除することができるものとします。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービ

ス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当社が

別途定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日

本」といいます。）または、西日本電信電話株式会社（以

下「NTT 西日本」といいます。）の提供するフレッツ光

のうち、会員が選択したサービスを利用して、Yahoo! 

BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービス（後記第

2条第 1号に定義し、以下「本サービス」といいます。）

を提供するものとします。 

 

第 2章 契約の成立等 

第 6条の 2（サービスタイプの変更） 

3．会員がフレッツ光の提供タイプを変更したにもかかわ

らず本条第 1 項の申し込みをしない場合において、当

社が NTT 東西からの通知によりフレッツ光の提供タイ

プが変更されていることを確認した場合、変更後のサ

ービスタイプの利用料金にて請求する場合があること

を、会員はあらかじめ了解することとします。 

 

第 7条（住所の移転） 

8．会員が住所等を移転したにもかかわらず本条第 1項の

申し込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が

到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場

合、当社は、第 17 条の規定に従い当社の判断により利

用契約を解除することができるものとします。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使



用し、もしくは提供する行為。 

 

第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当

すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した

場合、または本サービスの利用契約成立後に第 5条第 2

項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社は、

事前に通知することなく、当該会員に対する本サービス

の提供を、当社が相当と判断する期間停止することがで

きるものとします。この場合でも、当該会員は停止期間

中の料金を支払う義務を免れないものとします。 

 

 

第 15条（情報等の削除） 

1．(1)第 13条各号の禁止行為に該当する場合、もしくは

本サービスのオプションサービスの規約において

禁止事項として定められた行為に該当する場合。 

 

 

第 5章 契約の解除 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号の一に該当する場合、利用停止せず

に、直ちに利用契約を解約することができるものとし

ます。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約の一に違背する行為があり、催告を受けたにも

関わらず相当期間内に是正されなかった場合。 

5．当社は本条 1 項、2項の規定により、利用契約を解約

しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定

の方法にて会員に通知するものとします。ただし、緊急

やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

 

 

 

 

 

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条第 1項各号のい

ずれかに該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理

的に判断した場合、または本サービスの利用契約成立後

に第 5条第 2項各号に該当する事由の存在が判明した場

合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対す

る本サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止

することができるものとします。この場合でも、当該会

員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものと

します。 

 

第 15条（情報等の削除） 

1．(1)第 13条第 1項各号の禁止行為に該当する場合、も

しくは本サービスのオプションサービスの規約に

おいて禁止事項として定められた行為に該当する

場合。 

 

第 5章 契約の解除 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用停

止せずに、直ちに利用契約を解約することができるも

のとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約のいずれかに違背する行為があり、催告を受け

たにも関わらず相当期間内に是正されなかった場

合。 

5．当社は本条第 1項および第 2項の規定により、利用契

約を解約しようとするときは、あらかじめそのことを

当社所定の方法にて会員に通知するものとします。た

だし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ

ん。 

 

 

 

 



第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、本サービスが全く利用できない状態（本

サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。以下この条において同じとします。）にあること

を当社が知った時刻から起算して、72時間を超えて

その状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償

に応じるものとします。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネッ

トコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノ

アドレスリストをいいます。）に基づき、当該 Webサ

イト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあり

ます。 

8．会員は第 7項（1）および（2）に同意しない場合、

当社が別途定める方法により、その機能を無効にす

ることができます。 

第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

5. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づ

き国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセ

キュリティの確保のための措置を十分に講じていな

いと認められる電気通信設備に関して行う助言およ

び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバ

ー攻撃（電気通信事業法第 116 条の 2第 1項第 1号

に定めるものをいいます。）により本サービスの提供

に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、

当該電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタン

プから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、

注意喚起を行うことがあります。 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当

社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、本サービスが全く利用できない状態（本

サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。以下本条において同じとします。）にあることを

当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてそ

の状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償に

応じるものとします。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネッ

トコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノ

アドレスリストをいいます。）に基づき、当該 Webサ

イト、画像または映像等の閲覧を制限することがあ

ります。 

8．会員は前項第 1号および第 2号に同意しない場合、

当社が別途定める方法により、その機能を無効にす

ることができます。 

 

 



「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2023年 10月 2日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約（以

下「本規約」といいます。）に従い、当社が別途定める、

東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいま

す。）または、西日本電信電話株式会社（以下「NTT 西

日本」といいます。）の提供するフレッツ光のうち、会

員が選択したサービスを利用して、Yahoo! BB 光 フレ

ッツコースサービス（後記第 2条第(1)項に定義し、以

下「本サービス」といいます。）を提供するものとしま

す。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当

すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した

場合、または本サービスの利用契約成立後に第 5 条第

2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社

は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サー

ビスの提供を、当社が相当と判断する期間停止するこ

とができるものとします。この場合でも、当該会員は停

止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま

す。 

 

第 15条（情報等の削除） 

1．(1)第 13条各号の禁止行為に該当する場合、もしくは

本サービスのオプションサービスの規約において禁

止事項として定められた行為に該当する場合。 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約（以

下「本規約」といいます。）に従い、当社が別途定める、

東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいま

す。）または、西日本電信電話株式会社（以下「NTT 西

日本」といいます。）の提供するフレッツ光のうち、会

員が選択したサービスを利用して、Yahoo! BB 光 フレ

ッツコースサービス（後記第 2 条第 1 号に定義し、以

下「本サービス」といいます。）を提供するものとしま

す。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条第 1項各号のい

ずれかに該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理

的に判断した場合、または本サービスの利用契約成立

後に第 5 条第 2 項各号に該当する事由の存在が判明し

た場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に

対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期

間停止することができるものとします。この場合でも、

当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れない

ものとします。 

 

第 15条（情報等の削除） 

1．(1)第 13条第 1項各号の禁止行為に該当する場合、も

しくは本サービスのオプションサービスの規約にお

いて禁止事項として定められた行為に該当する場



 

 

第 5章 契約の解除 

第 16条（会員が行う契約の解約） 

3．第１項にかかわらず、当社とホワイト光電話サービス

（当社が別途定める「ＩＰ電話サービス契約約款」第４

条の２で定義する「第６種ＩＰ電話サービス」をいいま

す。）の提供を受ける契約を締結している会員が、他の

電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を申

し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了す

る日まで、本サービスの利用契約を解約できないもの

とします。 

 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号の一に該当する場合、利用停止せず

に、直ちに利用契約を解約することができるものとし

ます。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約の一に違背する行為があり、催告を受けたにも

関わらず相当期間内に是正されなかった場合。 

5．当社は本条 1 項、2項の規定により、利用契約を解約

しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定

の方法にて会員に通知するものとします。ただし、緊急

やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

 

 

第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合。 

 

第 5章 契約の解除 

第 16条（会員が行う契約の解約） 

3．第 1項にかかわらず、当社とホワイト光電話サービス

（当社が別途定める「ＩＰ電話サービス契約約款」第 4

条の 2 で定義する「第６種ＩＰ電話サービス」をいい

ます。）の提供を受ける契約を締結している会員が、他

の電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を

申し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了

する日まで、本サービスの利用契約を解約できないも

のとします。 

 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用停

止せずに、直ちに利用契約を解約することができるも

のとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約のいずれかに違背する行為があり、催告を受け

たにも関わらず相当期間内に是正されなかった場

合。 

5．当社は本条第 1項または第 2項の規定により、利用契

約を解約しようとするときは、あらかじめそのことを

当社所定の方法にて会員に通知するものとします。た

だし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ

ん。 

 

第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

5. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づ

き国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセ

キュリティの確保のための措置を十分に講じていな

いと認められる電気通信設備に関して行う助言およ

び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバ

ー攻撃（電気通信事業法第 116 条の 2第 1項第 1号

に定めるものをいいます。）により本サービスの提供

に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、



 

 

 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったと

きは、本サービスが全く利用できない状態（本サービス

の利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条

において同じとします。）にあることを当社が知った時

刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続した

ときに限り、会員の損害を賠償に応じるものとします。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童ポ

ルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

スリストをいいます。）に基づき、当該 Webサイト、画

像又は映像等の閲覧を制限することがあります。 

8．会員は第 7項（1）および（2）に同意しない場合、当

社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ

とができます。 

 

第 7章 プレミアムに関する特約 

第 8章 SoftBank 光へのサービス変更に関する特約 

 

当該電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタン

プから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、

注意喚起を行うことがあります。 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったと

きは、本サービスが全く利用できない状態（本サービス

の利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条に

おいて同じとします。）にあることを当社が知った時刻

から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したと

きに限り、会員の損害を賠償に応じるものとします。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童ポ

ルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

スリストをいいます。）に基づき、当該 Webサイト、画

像または映像等の閲覧を制限することがあります。 

8．会員は前項第 1号および第 2号に同意しない場合、当

社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ

とができます。 

 

第 8章 プレミアムに関する特約 

第 9章 SoftBank 光へのサービス変更に関する特約 

 

 

  



「Yahoo! BB 光 フレッツコース(IPv6 IPoE) サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2023年 10月 2日付） 

改定後 

（2024年 7月 1日付） 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6  IPoE）サー

ビス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当社

が別途定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東

日本」といいます。）または、西日本電信電話株式会社

（以下「NTT 西日本」といいます。）の提供するフレッ

ツ光のうち、会員が選択したサービスを利用して、

Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6 IPoE）サービス

（後記第 2条第(1)項に定義し、以下「本サービス」と

いいます。）を提供するものとします。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当

すると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した

場合、または本サービスの利用契約成立後に第 5 条第

2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社

は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サー

ビスの提供を、当社が相当と判断する期間停止するこ

とができるものとします。この場合でも、当該会員は停

止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま

す。 

 

第 15条（情報等の削除） 

1．(1)第 13条各号の禁止行為に該当する場合、もしくは

本サービスのオプションサービスの規約において禁

止事項として定められた行為に該当する場合。 

第 1章 総則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6  IPoE）サー

ビス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当社

が別途定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東

日本」といいます。）または、西日本電信電話株式会社

（以下「NTT 西日本」といいます。）の提供するフレッ

ツ光のうち、会員が選択したサービスを利用して、

Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6 IPoE）サービス

（後記第 2 条第 1 号に定義し、以下「本サービス」と

いいます。）を提供するものとします。 

 

第 4章 サービスの利用停止等 

第 13条（禁止事項） 

1．(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本

サービスを通じて、または本サービスに関連して使

用し、もしくは提供する行為。 

 

第 14条（サービスの停止） 

1．会員が、本規約に違反した場合、前条第 1項各号のい

ずれかに該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理

的に判断した場合、または本サービスの利用契約成立

後に第 5 条第 2 項各号に該当する事由の存在が判明し

た場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に

対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期

間停止することができるものとします。この場合でも、

当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れない

ものとします。 

 

第 15条（情報等の削除） 

1．(1)第 13条第 1項各号の禁止行為に該当する場合、も

しくは本サービスのオプションサービスの規約にお

いて禁止事項として定められた行為に該当する場



 

 

第 5章 契約の解除 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号の一に該当する場合、利用停止せず

に、直ちに利用契約を解約することができるものとし

ます。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約の一に違背する行為があり、催告を受けたにも

関わらず相当期間内に是正されなかった場合。 

5.当社は本条 1項、2項の規定により、利用契約を解約し

ようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の

方法にて会員に通知するものとします。但し、緊急やむ

を得ない場合はこの限りではありません。 

 

 

第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった

ときは、本サービスが全く利用できない状態（本サー

ビスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下こ

の条において同じとします。）にあることを当社が知

合。 

 

第 5章 契約の解除 

第 17条（当社が行う契約の解約） 

2．会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用停

止せずに、直ちに利用契約を解約することができるも

のとします。 

(1)本規約または本サービスのオプションサービスの

規約のいずれかに違背する行為があり、催告を受け

たにも関わらず相当期間内に是正されなかった場

合。 

5.当社は本条第 1 項または第 2 項の規定により、利用契

約を解約しようとするときは、あらかじめそのことを

当社所定の方法にて会員に通知するものとします。但

し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第 6章 その他 

第 18条（通知・連絡等） 

5. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づ

き国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセ

キュリティの確保のための措置を十分に講じていな

いと認められる電気通信設備に関して行う助言およ

び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバ

ー攻撃（電気通信事業法第 116 条の 2第 1項第 1号

に定めるものをいいます。）により本サービスの提供

に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、

当該電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタン

プから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、

注意喚起を行うことがあります。 

 

第 19条の 2（責任の制限） 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった

ときは、本サービスが全く利用できない状態（本サー

ビスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本

条において同じとします。）にあることを当社が知っ



った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継

続したときに限り、会員の損害を賠償に応じるものと

します。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童ポ

ルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアド

レスリストをいいます。）に基づき、当該 Webサイト、

画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。 

8．会員は第 7項（1）および（2）に同意しない場合、当

社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ

とができます。 

 

た時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続

したときに限り、会員の損害を賠償に応じるものとし

ます。 

 

第 24条（サービスの利用） 

6．当社は、会員が Webサイトを閲覧する場合に、児童ポ

ルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアド

レスリストをいいます。）に基づき、当該 Webサイト、

画像または映像等の閲覧を制限することがあります。 

8．会員は前項第 1号および第 2号に同意しない場合、当

社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ

とができます。 

 

 


